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           「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策
     （提言）」について
Topics１

　各校で働き方改革に関する校内研修を実施していただくことで、一人一人の意識が高まると
ともに、学校の実状に応じた業務改善等の取組に対する実効性が向上します。
　学校運営への参画という点からも、事務職員が主体的に校内研修を企画して実施するのも働
き方改革を推進していくうえでの一つの手段です。

働き方改革担当から

●働き方改革につながる実践例やアイデア等を募集しています。右のQRコードより情報提供をお願いします。 → →
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           学校における働き方改革校内研修についてTopics２

　南国市立日章小学校で、放課後30分
を生み出すためにどうしたらよいか、

の３つの視点を取り入れながら、働き
方改革に関するアイデアを出し合う校
内研修が行われました。
　この研修は、５月に実施した「学校
における働き方改革に関する管理職と
推進役の教職員によるオンライン研
修」に参加した学校との情報共有によ
り、日章小学校の事務職員が学校長の
経営方針のもと、主体的に企画し、実
施した校内研修です。
　研修後、研修で出されたアイデアを
もとに、校内で協議を行い、組織とし
ての実際の取組につなげています。

　令和５年８月28日に中央教育審議会から「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき
施策（提言）」が出され、以下の３点について、直ちに取り組むべき事項として示されました。
　１．学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進について
 ２．学校における働き方改革の実効性の向上等
 ３．持続可能な勤務環境整備等の支援の充実
 　このことについては、国、都道府県、市町村、各学校がそれぞれ自分事として取り組むことや保護
者や地域住民、企業など社会全体が一丸となって課題に対応していくことが極めて重要であるとされて
おり、各々が主体的に取組を進めていく必要があります。
詳しい内容は、
文部科学省HP（https://www.mext.go.jp/b̲menu/shingi/chukyo/chukyo3/099/mext̲01551.html）を
ご覧ください。

「変わる」･･･変わらなければ滅びる
「見つける」･･･資源を活用・開発する
「つなぐ」･･･協働する

取組へ
つながった
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